
 

平成２６年１１月１２日 

資料提供先：鳥取県政記者会、倉吉記者クラブ、米子市政記者クラブ 

山陰道の上下線通行止めを行います 

～ 道路メンテナンス（路面・設備など）を実施します!！～ 
 

倉吉河川国道事務所管内の山陰道（淀江
よどえ

ＩＣ～米子
よなご

東
ひがし

ＩＣ間）において、メンテナ

ンス（路面・設備など）に伴う上下線通行止めを下記のとおり実施します。 

 

倉吉河川国道事務所では、橋梁やトンネル等の道路施設の老朽化に伴うメンテナンス

を計画的に実施し、施設の長寿命化を図っています。今回区間についてもその一環とし

て、道路利用者の方への影響を考慮し計画的に集中規制を行うものです。 
 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程お願いいたします。 

① 通行止め期間：平成２６年１１月１８日(火)・平成２６年１１月１９日(水) 
 

② 通行止め区間：山陰道 淀江ＩＣ～米子東ＩＣ間 

迂回路：淀江ＩＣ～県道淀江インター線～一般国道９号～ 

主要地方道淀江岸本線～米子東ＩＣ 

③ 通行止め時間帯：【夜間】２１：００～翌６：００ 

 

※工事の進捗により規制期間が変更となる場合があります。 

※通行規制の状況は道路情報板や現地の案内看板等でご確認ください。 

 

【詳細は別紙のとおり】 

 

現地の案内等に従って安全に心がけて走行をお願いします。 

 
 

   【問い合わせ先】 

  国土交通省中国地方整備局 

    倉吉河川国道事務所   ＴＥＬ（０８５８）２６－６２２１（代表） 

          副所長（道路）  安野  聡 （やすの さとし） 

     【担当】 道路管理課長   山脇 健一（やまわき けんいち） 

【広報担当窓口】 調査設計第二課長 小田 嘉幸（おだ よしゆき）    
 

倉吉河川国道事務所ホームページアドレス：http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/ 
 

お知らせ



山陰道の上下線通行止め（夜間）

別紙

※11月6日記者発表の防風柵設置工事による片側交互通行規制（山陰道 西伯郡大山町所子地内）については

山陰道淀江IC～米子東IC間で、メンテナンス(路面・設備など)に伴う

上下線通行止め (夜間) を実施します。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。

よ ど え よなご ひがし

規制箇所 山陰道 淀江IC　～　米子東IC

期　　　間 時　間　帯 規 制 内 容

上下線通行止め
21:00～翌6:00

21:00～翌6:00　平成 26年 11月19日(水)

　平成 26年 11月18日(火)

※11月6日記者発表の防風柵設置工事による片側交互通行規制（山陰道 西伯郡大山町所子地内）については、

同時に規制を行います。
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※11月10日～2月27日まで
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夜間片側交互通行規制

米子東IC

淀江IC

淀江
トンネル

迂 回 路

主
要
地
方
道
淀
江
岸
本
線

一般国道９号

県道淀江インター線

至
鳥
取
市

至
松

米子東IC

上下線通行止め（淀江IC～米子東IC）

出典：国土地理院ホームページ(http://portal.cyberjapan.jp)
※地理院地図（電子国土Web)を加工して使用しています。
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